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03 民生費

03 生活保護費

02 扶助費

福祉課

作　成　者：財政課　３（簡略番号 ）

平成19年度 001 一般会計

当初予算

1503000000

033231

010

00

0

00

生活保護扶助費

前 年 度

子育てを支援し、お年寄りが元気な

社会保障制度の適正な運営

安心して健やかにくらせる健康と福

『ひと』がいきいき

0

532,00010,000024,2501,668,750

2,235,0002,151,9722,345,6372,231,114

前 年 度

現計予算当初予算

0

歳出予算事業概要書

県支出金

15 1,668,75020 2,235,000扶助費 国庫 01 01 03 001
生活保護費負担金
16 24,250都道 01 02 03 001
生活保護費負担金
21 10,000諸収 03 03 03 069
生活保護費返還金（福祉課）

款

項

目

所属課ｺｰﾄﾞ

所属課名

内線番号

大事業

中事業

小事業

細事業

調整結果額
うち復活額

国庫支出金 地方債 その他 一般財源

実

施

計

画

財源内訳

部

章

節

細 節

要求額

各　課

一般財源

財源 細節款 項 目 節
本年度の財源内訳節

金 額 金 額区分
１．事業の概要と必要性

２．根拠法令

３．用地の状況

４．基本計画との関連

５．本年度の計画効果

実施計画計上額

目 的 別

性 質 別

６．財源の説明

・事業の効果
　　生活困窮者に対し、生活保護法に基づく保護を適用することによって最低生活の保障

　生活困窮者に対し、生活保護法に基づく保護を適用することによって最低生活の保障と

　と自立助長が図られる。

　　国が定める生活保護基準により、扶助費を支給する。
・事業の概要

　　　　　　　　　　＝２，３３５，２８３千円　
※１９年度要求額は、経常２，１５１，９７２千円＋枠外１８３，３１１千円

自立助長が図られる。

生活保護法

・国庫負担金　　　　（事業費－生活保護費返還金）×3/4
・県負担金　　　　　　97,000,000×1/4=24,250,000円（73条適用）
・生活保護費返還金　　10,000,000円
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